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町田市経営診断協会  髙岸　浩文（中小企業診断士）

「働き方改革法」施行にむけて
～中小企業経営者が知っておくべき

ポイントと対応案～

経営に関する最新情報をお届けします！
　
「
働
き
方
改
革
法
」
施
行
に
向
け
て
中
小

企
業
経
営
者
が
知
っ
て
お
く
べ
き
ポ
イ
ン
ト

は
、
ど
こ
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？

　

少
な
く
と
も
次
の
５
点
が
あ
り
ま
す
。

⑴
２
０
２
０
年
４
月
か
ら
残
業
は
、
原
則 

月
45
時
間
（
毎
年
出
し
て
い
る
36
協
定
に
注

意
）

⑵
２
０
２
３
年
４
月
か
ら
月
60
時
間
を
超
し

た
残
業
の
割
増
率
は
50
％

⑶
２
０
１
９
年
４
月
か
ら
タ
イ
ム
カ
ー
ド
、

パ
ソ
コ
ン
等
を
使
っ
て
始
業
・
終
業
時
刻
の

把
握
（
自
己
申
告
は
措
置
が
煩
雑
）

⑷
２
０
１
９
年
４
月
か
ら
年
10
日
以
上
の
年

休
が
付
与
さ
れ
る
人
に
対
し
、
年
５
日
間
の

年
休
を
会
社
か
ら
指
定
付
与

⑸
同
一
労
働
・
同
一
賃
金
の
観
点
か
ら
正
規

雇
用
者
、
非
正
規
雇
用
者
の
待
遇
差
の
違
い

を
説
明
（
派
遣
は
２
０
２
０
年
４
月
、
パ
ー

ト
は
２
０
２
１
年
４
月
か
ら
）

⑴
残
業
の
上
限
は
、
月
45
時
間
、
年
間
360
時

間
ま
で
が
原
則
で
す
。
例
外
と
し
て
以
下
を

限
度
時
間
の
上
限
と
し
て
い
ま
す
。
①
年

720
時
間
以
内
（
残
業
の
み
）、
②
単
月
100
時

間
未
満
（
休
日
労
働
含
む
）、
③
複
数
月
平

均
80
時
間
以
内
（
休
日
労
働
含
む
）
ま
た
、

違
反
し
た
場
合
は
、「
６
か
月
以
下
の
懲
役

ま
た
は
30
万
円
以
下
の
罰
金
」
が
科
せ
ら
れ

ま
す
。

　

対
応
策
と
し
て
は
、
業
務
棚
卸
し
シ
ー
ト

な
ど
を
活
用
し
、
価
値
の
な
い
仕
事
・
意
味

の
な
い
仕
事
な
ど
の
断
捨
離
を
行
い
、
業
務

の
効
率
化
を
進
め
ま
す
。
ノ
ー
残
業
デ
ー
、

変
形
労
働
時
間
制
、
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム

制
、
残
業
が
あ
る
限
度
を
超
え
る
と
警
告
メ

ー
ル
な
ど
の
活
用
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

⑵
特
に
、
週
休
２
日
が
確
保
で
き
て
い
な
い

会
社
は
、「
週
40
時
間
を
超
え
る
」
時
間
外

労
働
が
か
さ
み
や
す
く
、
残
業
60
時
間
超
に

も
な
り
や
す
く
な
り
ま
す
の
で
、
注
意
が
必

要
で
す
。
⑴
の
残
業
対
応
策
以
外
に
は
、
モ

バ
イ
ル
ワ
ー
ク
、
テ
レ
ワ
ー
ク
の
導
入
、

「
働
き
方
改
革
」
＋
「
遊
び
方
改
革
」
等
に

つ
い
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
意
識
改

革
を
行
う
な
ど
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

⑶
労
働
時
間
把
握
の
義
務
化
対
応
の
た
め
、

使
用
者
が
始
業
・
終
業
時
時
刻
を
確
認
し
、

記
録
す
る
方
法
と
し
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か

の
方
法
に
よ
り
ま
す
。
①
使
用
者
が
自
ら
現

認
す
る
こ
と
に
よ
り
確
認
し
、
適
正
に
記
録

す
る
。
ま
た
は
、
②
タ
イ
ム
カ
ー
ド
、
Ｉ
Ｃ

カ
ー
ド
、
パ
ソ
コ
ン
使
用
時
間
の
記
録
等
の

客
観
的
な
記
録
を
基
礎
と
し
て
確
認
し
、
適

正
に
記
録
す
る
。
こ
の
よ
う
に
義
務
化
に
対

応
し
た
管
理
が
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。

⑷
年
休
取
得
義
務
化
対
象
者
の
中
で
、
年
休

取
得
が
５
日
未
満
の
労
働
者
が
い
た
場
合
、

１
人
当
た
り
最
大
30
万
円
の
罰
金
が
科
さ
れ

ま
す
。
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
が
多
く
、
年
次
有

給
休
暇
取
得
率
が
低
い
企
業
は
注
意
が
必
要

で
す
。
週
５
日
（
ま
た
は
週
30
時
間
）
以
上

の
労
働
者
は
、
勤
続
６
か
月
で
10
日
の
年
次

有
給
休
暇
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
ま
た
週
４
日
契
約
の
場
合
で
も
、
３
年

６
か
月
の
勤
務
で
10
日
の
年
次
有
給
休
暇
が

発
生
し
ま
す
。
人
手
不
足
で
悩
ん
で
い
る
現

場
は
、
計
画
的
な
シ
フ
ト
管
理
が
益
々
必
要

に
な
っ
て
き
ま
す
。

⑸
非
正
規
と
正
規
労
働
者
と
の
待
遇
差
の
内

容
・
理
由
等
に
関
す
る
説
明
が
義
務
化
さ
れ

ま
す
。
正
規
労
働
者
は
、
他
に
「
こ
れ
こ
れ

の
仕
事
も
担
当
す
る
」「
定
型
的
な
仕
事
以

外
に
、
新
規
や
問
題
の
あ
る
も
の
も
行
う
」

な
ど
の「
違
い
が
あ
る
」こ
と
を
業
務
責
任

表
な
ど
に
明
記
し
て
お
く
こ
と
で
す
。

　

詳
し
く
は
、
厚
生
労
働
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
・
専
門
家
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

「
人
手
不
足
」
を
解
消
す
る
に
は

　

今
回
の
法
改
正
が
足
か
せ
と
な
ら
な
い
よ

う
に
、
人
手
不
足
の
対
応
案
を
２
点
ご
紹
介

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

⑴
従
業
員
紹
介
制
度
に
よ
る
人
材
確
保

　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
な
ど
で
の
募
集
で
も
、
人

材
確
保
は
難
し
い
状
況
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
従
業
員
紹
介
制
度
を
導
入
し
て
み

は
如
何
で
し
ょ
う
か
？
例
え
ば
、
従
業
員
が

採
用
者
と
な
っ
て
知
り
合
い
等
を
入
社
で
き

る
と
３
万
円
を
支
給
。
入
社
し
た
人
が
、
１

年
継
続
勤
務
と
な
っ
た
時
に
は
、
さ
ら
に
３

万
円
の
報
奨
金
を
も
ら
え
る
よ
う
な
制
度
で

す
。
採
用
費
用
の
効
率
化
だ
け
で
な
く
、
従

業
員
が
、
入
社
し
た
人
へ
の
相
談
対
応
や
指

導
を
継
続
的
に
し
て
い
く
な
ど
に
よ
り
、
職

場
風
土
向
上
も
期
待
で
き
ま
す
。

⑵ 

ム
ダ
、
ム
ラ
、
ム
リ
を
浮
き
彫
り
、
業
務

の
効
率
化
を
図
る

　

人
手
不
足
対
応
の
た
め
に
、
業
務
の
効
率

化
を
進
め
る
こ
と
は
必
然
で
す
。
業
務
の
作

業
は
、
主
作
業
か
ら
非
作
業
ま
で
に
分
類
で

き
ま
す
。
効
率
化
を
進
め
る
た
め
に
は
、
ま

ず
、
業
務
の
作
業
内
容
を
把
握
・
分
析
す
る

こ
と
が
大
切
で
す
。
把
握
す
る
方
法
と
し
て

は
、各
作
業
者
の
状
況
を
約
10
分
ご
と
に
観
察

す
る
ワ
ー
ク
サ
ン
プ
リ
ン
グ
法
が
あ
り
ま
す
。

右
記
の
下
の
非
作
業
か
ら
順
に
検
討
す
る
こ

と
で
ム
ダ
、
ム
ラ
、
ム
リ
を
容
易
に
抽
出
し

て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
ら
を
排
除

し
、
業
務
効
率
化
に
つ
な
げ
て
い
き
ま
す
。

　

ト
ッ
プ
自
ら
、
方
針
や
目
的
目
標
を
明
確

に
打
ち
出
し
、
本
気
度
を
伝
え
て
い
く
取
り

組
み
を
強
く
進
め
、「
働
き
方
改
革
」
を
成

果
・
改
善
に
つ
な
げ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

分　　類 作　業　の　内　容

作　
　
　

業

主
体
作
業

主 作 業 主体作業のうち、直接にお客様に
寄与している作業

付随作業 主作業に付随して規則的に前後に
必要なる作業

準 備 ・
後始末作業

本来の作業のための準備、段取
り、後始末、運搬などの作業

余　
　
　
　

裕

管
理
余
裕

作業余裕 必要な作業要素ではあるが、不規
則・偶発的に発生する停止・遅れ

職場余裕 本来の作業とは無関係に発生し、
各種の手持ち・遅れ・停止

人
的
余
裕

用途余裕 就労以外の生理的な要求による避
けられない遅れ

疲労余裕 精神的・肉体的な疲れを回復する
ための避けられない遅れ

非 作 業 作業者の個人的な理由や怠惰のた
めに発生する


